
議案第 ５７ 号  

 

周南市市税条例の一部を改正する条例制定についての専決処分を報告し、

承認を求めることについて 

 

 周南市市税条例の一部を改正する条例制定について、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定により、市議会に報告し、承認を求める。 

 

   令和２年５月８日 提出 

 

周南市長  藤  井  律  子  
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（別 紙） 

専 決 処 分 書 

周南市条例第 ２６ 号  

令和２年５月１日  

周南市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

周南市長  藤  井  律  子        

 

周南市市税条例の一部を改正する条例 

周南市市税条例（平成15年周南市条例第55号）の一部を次のように改正する。 

附則第10条中「法附則第15条から第15条の３の２まで」の次に「、第61条又は第62

条」を、「又は附則第15条から第15条の３の２まで」の次に「、第61条若しくは第62

条」を加える。 

附則第10条の２に次の１項を加える。 

27 法附則第62条に規定する市町村の条例で定める割合は０とする。 

附則第15条の２中「令和２年９月30日」を「令和３年３月31日」に改める。 

附則第32条中「又は第15条の３」を「、第15条の３又は第61条」に改め、「第15条

の３まで」の次に「若しくは第61条」を加える。 

附則に次の１条を加える。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等） 

第34条 第９条第７項の規定は法附則第59条第３項において準用する法第15条の２第

８項に規定する条例で定める期間について準用する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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（参 考）  

周南市市税条例新旧対照表  

改正前  改正後 

附  則  附  則  

（読替規定）  （読替規定） 

第 10条  法 附則第 15条から第 15条の３の２までの規 定の適用 が

ある各年度分の固定 資産税に限り 、 第 61条第 ８項中「又 は第

349条の３の４から第 349条の５まで」とあ る のは、「若 し く

は第 349条 の ３の４から第 349条の５まで又 は 附則第 15条 か ら

第15条の３の２まで」とする。  

 

第 10条  法 附則 第 15条から第 15条の３の２まで 、第 61条 又は第

62条の規 定の 適 用がある 各年 度分の固定資産税に 限り 、 第 61

条第 ８ 項中 「 又は第 349条 の３ の ４から 第 349条の５まで」 と

ある の は、 「 若しく は第 349条 の ３の４ から 第 349条の５ま で

又は 附則第 15条 から第 15条の ３の ２まで 、第 61条 若し くは第

62条」とする。 

 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合）  （法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第 10条の２  （略）  第 10条の２  （略）  

２～26 （略）  ２～ 26 （略）  

＿  ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿ ＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

27 法 附則 第 62条に 規定する市 町村 の条例で定める 割合 は０ と

する。 

 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） （軽自動車税の環境性能割の非課税）  

第 15条の２  法第451条第１項第１号（同条第４項において準用

する場合を含む。） に掲げる３輪 以 上の軽自動車（自家 用の

ものに限る。以下こ の条において 同 じ。）に対しては、 当該

３輪以上の軽自動車 の取得が令和 元 年 10月１ 日から令和 ２年

９月 30日 までの間（附則第 15条の６第３項に おいて「特 定期

間」という。）に行 われたときに 限 り、第 80条第１項の 規定

にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。  

第 15条の２  法第451条第１項第１号（同条第４項において準用

する 場合を含む。）に掲げる ３輪 以 上の軽自動車（自 家 用の

もの に限る。以下この条にお いて 同 じ。）に対しては 、 当該

３輪 以上の軽自動車の取得が 令和 元 年 10月１日か ら令 和 ３年

３月 31日 まで の 間（附則 第 15条の ６第３ 項に おいて「 特定期

間」 という。）に行われたと きに 限 り、第 80条第 １項 の 規定

にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。  
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改正前 改正後 

  

第 32条  法 附 則 第 15条 第 １ 項 、 第 13項 、 第 18項 か ら 第 22項 ま

で、第 24項、第 25項 、第 29項、第 33項、第 37項から第 39項ま

で、第 42項から第 44項まで、第 47項若しくは 第 48項、第 15条

の２第２項又は第 15条の３の規定 の 適用がある各年度分 の都

市計画税に限り、第152条第２項中「又は第33項」とあるのは

「若しくは第 33項又は附則第 15条 か ら第 15条の３まで」 とす

る。 

第 32条  法 附 則 第 15条 第 １ 項 、 第 13項 、 第 18項 か ら 第 22項 ま

で、 第 24項、 第 25項 、第 29項、第 33項、 第 37項から第 39項ま

で、 第 42項か ら 第 44項まで、 第 47項 若し くは第 48項、第 15条

の２ 第２項、第 15条 の３ 又は第 61条の規 定の 適用があ る各年

度分の都市計画税に限り、第152条第２項中「又は第33項」と

ある のは「若しくは第 33項又は附 則第 15条か ら第 15条 の３ま

で若しくは第61条」とする。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＿＿＿＿ 

（新 型コロナウイルス感染症 等に 係 る徴収猶予の特例 に 係る

手続等） 

＿＿＿  ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿  

 

第 34条  第 ９条 第７ 項の規 定は 法附則第 59条第３項にお いて 準

用す る法第 15条 の２第８ 項に 規定する条例で定め る期 間 につ

いて準用する。 

 

 


